
災害時におけるリハビリテーション支援体制について

協定の概要

災害時に、被災者・要配慮者等への医療支援活動を行うリハビリテーション支援チームを派遣する
場合の協力について、必要な事項を定める。目的

主な内容
〇災害時に災害リハビリテーション支援活動を実施する場合の派遣要請
〇派遣される支援チームの業務 〇指揮系統 〇費用弁償 〇平時の訓練 等

派遣要請の流れ
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支援チーム派遣要請
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区市町村が設置する
避難所等

【支援チームの主な業務】
① 避難所、避難場所等の環境アセスメン

ト並びに改善に関する対応及び提案

② 支援対象者に係るリハビリテーション

適応に対する評価（リハビリテーショ

ントリアージ）及び情報収集

③ 支援対象者の生活不活発病等を予防す

るための活動

④ リハビリテーション医療器材（福祉用

具、補装具、自助具等）の評価及び提

供に関する対応

⑤ その他必要な支援

✓ 災害時において、被災者や要配慮者等の生活不活発等や災害関連死を防ぐため、リハビリテーション医学及び医療の

視点から早期自立生活の再建や被災地域の復興の支援が必要とされている。

✓ そこで、被災者や要配慮者等へのリハビリテーション支援体制の一層の充実を図ることを目的として、東京都災害リハ

ビリテーション支援協会（代表 辻 哲也氏）（以下「東京都JRAT」という。）との間に協定を締結した。
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JRATのHPより

参考 地域JRAT協定締結状況（令和７年10月21日現在）

協定締結
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